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件     名 
国道９号「夜間通行止め」のお知らせ 

～２月６日(水) 歩道橋撤去工事に伴う車両通行止めを実施します～ 

  

概     要 

◆国道９号の五条春日交差点(京都市右京区西院南寿町)の歩道橋を撤 

去するため、下記の通り夜間通行止めを行います。 

【通行止め日時】 

  平成 31 年 2 月 6 日（水）0:00～1:00（1 時間） 

  予備日 平成 31 年 2 月 7 日（木）0:00～1:00（1 時間） 

  ※悪天候により中止の場合は順延します。 

【通行止め区間】 

  国道 9号 

 西大路五条交差点～五条西小路交差点 約 560ｍ区間 

【工事内容】 

  国道 9号に架かる「西院横断歩道橋」を撤去する際に 1時間程度の

通行止めを実施いたします。 

【迂回路】 

  四条通または七条通に迂回願います。 

 ※上記区間の通行止めは、歩道橋の撤去が完了次第解除いたします。 

 ※通行止め規制時は、規制看板やガードマンの誘導に従い、安全走行 

を心がけてください。 

 ※通行止めの詳細は、別紙をご参照ください。 

通行止め時間中はご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いい

たします。 

  

取  扱  い － 
  

配 布 場 所 
京都府政記者室 

京都市政記者クラブ 
  

問 合 せ 先 

国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所 

副  所  長   松田
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総括保全対策官   藤田
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電話：０７５－３５１－３３００（代表） 

 

国土交通省近畿地方整備局 
Kinki Regional Development Bureau  
  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 



　国道9号五条春日交差点（京都市右京区西院南寿町）において歩道橋撤去工事を行うため、

五条通り（西大路五条～五条西小路）が通行止めとなります。

　通行止め時間中は、四条通、七条通などへ迂回してください。

　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　　　　　■規制区間 ： 国道９号 五条春日交差点（京都市右京区西院南寿町）

　　　　　　　　　　　　　　 西大路五条交差点～五条西小路交差点間　約560ｍ区間

　　　　　■規制日時 ： 平成３１年２月６日（水）　０：００～１：００　（1時間）

　　　　  　  予備日　平成３１年２月７日（木）　０：００～１：００　（1時間）　

　　　　　  　※悪天候により中止の場合は順延します。

   ■お問い合わせ先

　　   　国土交通省　近畿地方整備局　京都国道事務所

　　　     　TEL：　075-351-3300

　　   　国土交通省　近畿地方整備局　京都国道事務所　京都第二維持出張所

　　　     　TEL：　075-821-1970

　　国道９号 五条春日交差点（京都市右京区西院南寿町）

　　歩道橋撤去工事に伴う車両通行止めのお知らせ
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